
第５回独立行政法人都市再生機構のあり方に関する検討会 

平成２２年６月１７日 

 

 

【瀬口民間事業支援調整室長】  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第５

回独立行政法人都市再生機構のあり方に関する検討会を開会いたします。 

 本日は、お忙しい中ご出席いただきまして、まことにありがとうございます。私は事務

局を務めます国土交通省住宅局の瀬口でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日ご出席の委員につきましては、お手元にございます座席表をもってご紹介にかえさ

せていただきます。清水委員の到着が若干おくれておるようでございます。慶應大学の土

居丈朗委員は１時間ほどおくれてご出席とのご連絡をいただいております。 

 それでは、これからの議事進行は森田座長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

【森田座長】  おはようございます。大変暑くなってまいりまして、また内閣もかわっ

たようでございますが、本日は、委員の皆様、大変お忙しいところご出席いただきまして

ありがとうございます。 

 それでは、早速ですが、議事次第に従いまして議事を進めさせていただきます。お願い

しておきましたところ、何名かの委員の方から私案という形でご提案をいただいておりま

す。これにつきましては議題の２として議論させていただきたいと思いますが、私案を提

出していただいたお一人でいらっしゃいます○○委員が１０時３０分をめどに退席される

ということでございますので、議論の順番が逆になりますけれども、議題の１に入ります

前に、○○委員からその私案のポイントを５分から１０分程度で簡単にご説明いただきた

いと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

【○○委員】  おはようございます。○○でございます。すみません、途中で退席させ

ていただきますので、初めにお話し申し上げます。資料は一番下についている紙のようで

ございます。 

 「ＵＲのあり方を考える」ということで、皆様、議論で収束しているところも踏まえま

して、簡単にポイントだけでございます。ＵＲのあり方を考える意味で、ポイントは２つ。

社会的存在意義が果たしてＵＲにあるのかということと、無駄を排斥するためにどうある
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か、これじゃないかと思います。前段の社会的意義でございますが、勤労者の住宅供給に

ついてはもう歴史的使命はない、終わったかもしれないのですが、今後、日本が類例を見

ない成熟社会に突入するという過程で、ＵＲの社会的存在意義は２つあるかなと考えます。

１つは、低所得高齢者に対する終の棲家を安定的に廉価で提供する。品質、コスト、開発

手法等において民間にモデルを示し、ノウハウを伝播するという役割が１つ。もう一個は、

スプロール化した都市構造自体をコンパクトに変革していく必要が高まる中で、都市のコ

ンパクト化、再生に貢献する。この２つはＵＲでしかできない機能ではないか。ここに意

義があると考えます。 

 存在意義を発揮するための組織形態、ガバナンスでございます。改めて民にできること

は民にという原則に立って考えた場合には、市場家賃による賃貸住宅など政策的意義を失

った事業というのは廃止して、有利子負債の金利上昇のリスク等を考えますと、これを売

却して、資産は可能な限り売却した上で、有利子負債の大幅圧縮を図る。これが一つのや

り方ではないかと思います。その上で、いわゆる民ではできないところをＵＲでやってい

く。すなわち低所得高齢者の住宅提供とか、都市のコンパクト化、再生ということではな

いかなと思います。 

 それから、３つ目のポツですけれども、無駄が存在するのではないかという関連法人は、

剰余金を吸い上げた上で資本分離を行う必要があるのかなと思います。 

 それから、独立行政法人という組織形態自体に大きな問題があるとは実は思いませんけ

れども、ガバナンスに対して疑念が持たれている以上、民間で実績がある株式会社に比較

優位性があるのかなと。形態としてはやはり株式会社に一日の長があるのではないかと思

います。株式会社として民間上場会社と同じ会計基準を適用すれば、情報の透明性、納得

感についても大幅に向上させることができるのではないかと思います。 

 ただし、賃料が上がる物件は売ってしまって、残るところは高齢者、低所得層に対する

住宅提供であったり、都市の再生であると、株式会社であっても利潤を追求しないという

ところに存在意義があるわけでございますので、利潤を求めるような株主が存在すると成

り立たなくなるので、株式会社であっても出資は政府、地方公共団体、あるいはそれに準

ずる組織とするということではないかなと思います。 

 最後、結論の下のところですけれども、単一組織がよいか、分割が望ましいかという議

論でございますが、基本的には両者のシナジーを生かしつつ、あるいは無駄を排斥すると

考えた場合には、単一であるか、分割するか、あるいは合同するかということの間を取っ
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た形でございますが、次の最後のページを見ていただきますように、持株会社をつくって

２つ並べるというやり方が最も適当なものではないのかなと考えてご提言する次第でござ

います。 

 最後のポツでございますけれども、結局どんな形にしても、組織論とか、ガバナンス論

に有効性を求めてみても、限界があるのではないかなと感じております。私どもが民間会

社の方々といろいろ話している中で、どの会社も自分の会社のガバナンスはおかしいので

はないかといっていろいろと変えていくわけですけれども、どれだけやってもよくならな

いというか、問題があるという連続であって、これは何かというと、独法であろうと、個

人商店組織であろうと、株式会社であろうと、結局それを運営する人の問題であるという

ことでございますので、これ、はっきり言えば組織論というよりも人事論ではないかなと

いう印象があります。 

 最後に、経営管理の形でございますけれども、トップライツ・イシューで管理しても実

はあまり意味がない。というのは、非常に長い資産を持って、ネットプレゼントバリュー

がゼロになるために７０年とかという。これで管理するのはほとんど意味がないのではな

いかなという気が私はします。したがって、ボトムラインというか、下のほうですね、経

費管理だと思います。経費管理というのは何かいうと、基本的に経費というのは人件費の

頭数で決まります人頭税でございますので、つまるところ新しい会社はどういう管理をす

るかというと、人員数の管理をする。要するに決められた人員数で運営していくというと

ころに経営の透明性を求めていくことが、やり方としては一つ考えられるのではないかと

いう形でご提言申し上げます。これが私の私案でございます。 

 以上でございます。 

【森田座長】  どうもありがとうございました。 

 ご質問につきましては、後の議題２の委員私案に対する質疑の際に、代理の方に対応を

お願いすることにしたいと思いますけれども、現時点で○○委員にどうしても伺っておき

たいところがございましたら簡単に質問していただきたいと思いますが、いかがでござい

ましょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、今申し上げましたように、ご質問は代理の方に対応をお願いすることにしま

して、次の議題に入りたいと思います。 

 議題１、都市再生機構のあり方に関する主な論点についてでございます。事務局から資

料の説明をお願いいたします。 

 -3-



【事務局】  では、事務局からご説明させていただきます。資料につきましては、基本

的に資料１をご説明させていただきますけれども、途中で参考資料２を使用させていただ

きます。 

 まず、資料１をご覧いただきまして、「現行の組織・事業の問題点と都市再生機構のあり

方に関する主な論点について」ということで、本日、先ほど座長からもお話がありました

とおり、資料２、議題２という形で、委員私案についてご議論いただくということでござ

いますけれども、その前に都市再生機構の組織、事業についてこういう問題点があるので

はないかというこれまでのご議論を踏まえて、共通認識を改めて確認していただくととも

に、私案の議論に当たりまして、こういう論点を踏まえてご議論いただければという確認

の意味でご紹介させていただく次第でございます。 

 まず、Ⅰ「現行の組織・事業の問題点」ということで、幾つか区切ってございます。ま

ず、組織について申し上げますと、１.として「組織目的の不明確さ」というものがあろう

かと思います。旧日本住宅公団を母体といたしまして、さまざまな組織との合併を繰り返

してきたという歴史がございますので、多くの事業を抱えて、どのような政策目的を担う

組織なのかということが非常にわかりづらくなっているということが上げられるかと思い

ます。 

 ２つ目に「経営構造上の矛盾」ということで、事業はほぼすべて借入金、特に財投で賄

うというビジネスモデルにそもそも問題があるのではないかというご指摘もいただいてお

りますし、資産の時価評価の結果生じた繰越欠損金を経営努力で解消せよというのが至上

命題になっており、非営利の機関であるにもかかわらず利益をあげることが求められてい

るという構造的な矛盾があるという点。 

 それから、３つ目、「業務運営の非効率さ」ということでございますけれども、１で述べ

ました組織目的のあいまいさ。それから、長きにわたって公団という非営利の組織だった

という歴史、それから、２で述べました経営構造の矛盾という点から、組織としてコスト

意識が働きにくいものになっているというところで、コスト意識を欠くまま多様な現場ニ

ーズにこたえようとしたということで、数多くの子会社がつくられてきたわけでございま

すけれども、それらとの間で多くの随意契約が結ばれることによって業務の運営が非効率

なものになっているという点があげられるかと思います。 

 それから、４つ目、「ガバナンスの不十分さ」ということで、独立行政法人に対する国の

ガバナンスについても十分ではないということで、国として政策執行機関たる機構に対す
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る組織のあり方ですとか、業務運営の目標を的確に示してきたとは言えないというところ

もあろうかと思います。 

 一方、機構の中においても、多種多様な事業現場を抱えておるという事情もございます

けれども、本社と支社、現場との距離という意味で、組織内におけるガバナンスが十分発

揮されているかどうかというところはひとつ検証が必要なのかなと思っております。 

 このガバナンスの不十分さということに対しまして、現在、政府の中で行われている独

法におけるガバナンスの改善の取り組みということで、参考資料２を少しご覧いただけれ

ばと思います。タイトルは「独立行政法人のガバナンスの強化について」ということでご

ざいまして、１枚おめくりいただきますと、現在の独立行政法人のガバナンスの構造を絵

にしたものでございます。よくご承知のことかとは思いますけれども、主務大臣が理事長

なり、監事、会計監査人を任命、解任する権利がある。それから、理事長が自分を補佐す

る役員を任命、解任をする。監事なり、会計監査人が業務を執行するのが理事長ですので、

それを監査し、主務省の評価委員会が、左下でございますけれども、評価をするという建

付けになっております。 

 これの問題点を２のほうに書いてございますが、絵をご覧になりながらお聞きいただけ

ればと思いますけれども、まず、理事長につきましては、主務省との関係で申し上げます

と、法令上の理事長なり、監事等の任命、解任にとどまらず、独立行政法人のヒト、モノ、

カネを主務所管庁が握っているという認識になっておりますので、法人による自立的な経

営が事実上はできていないのではないかという点。 

 それから、理事長のところが赤くなっておりまして、代表権、業務執行というのが集中

しておりますけれども、理事長に業務運営の全権限、業務上の意思決定ですとか、人事権、

予算権の執行、すべてのものが集中しておるという建付けになっておりますので、株式会

社であれば役員会のチェック・アンド・バランスが働くというのがある意味では最大の特

徴かと思いますけれども、その仕組みが働いていないというのがかなり株式会社とは違う

点と言えるかと思います。 

 また、理事長の権限が集中しているということで、違法行為、不正行為に対する牽制力

や抑止力、責任の追及の手段が事実上ないという点も問題としてあげられるかと思います。 

 それから、右側、監事、会計監査人が監査することにはなっているのですけれども、監

事の権限が弱いということに加えまして、監査を行うサポート体制も不十分ということで、

実態として十分な監査が行われているのかどうかという点もまた問題点としてあげられる
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と思います。 

 最後は、左の下、主務官庁が評価することになってはおりますけれども、主務官庁が評

価をするということをもって評価がお手盛りになっているのではないかという点ですとか、

各省、法人ごとにばらばらに評価を行っておるというのが実態でございますので、独法全

体を通じた横断的な比較ができていないというのが実態と言えるかと思います。 

 これらの問題点につきましては、ある意味では幅広く認識されているところでございま

して、政府の中でもそういう認識があったということで、３ページでございますけれども、

独立行政法人ガバナンス検討チームというものが昨年１１月に内閣府、行政刷新担当大臣

のもとに設置されたということでございます。この会議の主たる目的は、今年４月から国

立高度専門医療センターが独立行政法人に移行するに当たりまして、このガバナンスの体

制をどうするかということを主に議論するということではあったのですけれども、行く行

くはこれを皮切りに独立行政法人全体についての、民主党はそういう方針を立てておりま

すので、ガバナンスのあり方を検討していくキックオフとしたいという意図も込められて

いたようでございます。 

 ５ページあたりに提言が書いてありますけれども、その提言につきましては役人が書い

たものではなくて、３ページの参集者のところに書いてございます会計士の方ですとか、

弁護士の方ですとか、民間の方が中心になって問題意識をもとにまとめられた提言である

と伺っております。 

 具体的にどういう提言があったかということでございますけれども、４ページをご覧い

ただければ絵として一覧できるかと思います。内容につきましては、５ページの内容をし

ゃべらせていただきますけれども、絵のほうを見ながらお聞きいただければと思います。

まず、大きな構造ですけれども、従前、理事長に権限が集中していたところでございます

けれども、それには問題があるということで、理事長、理事、監事に対するチェック・ア

ンド・バランスの仕組みを導入するということでございまして、理事長についても理事か

らなる理事会で選任をするとともに、重要事項の意思決定ですとか、内部統制の構築につ

いては理事会での審議をもって理事長が執行するという体制がいいのではないかというご

提言でございます。 

 それから、従前、下のほうは「主務大臣」と書いてあったわけですけれども、そこのと

ころを内閣府の行政刷新会議の中に独立行政法人ガバナンス委員会というものを新たに設

けまして、その中に４つの委員会、それぞれ役割を担わせるということで、主務官庁では
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なくて内閣府の行政刷新担当会議という、別の組織の建付けになったということでござい

ます。 

 それから、従前、ヒト、モノ、カネについて主務官庁がコントロールしていたという問

題点の対応といたしまして、まず理事長の選考につきまして、選考基準を明確にするとと

もに、選考プロセスを国民にとってわかりやすいものにするということで、最終的に主務

大臣が選任、解任をするという建付けは変わらないのですけれども、選考については下の

ほうにありますとおり、独立行政法人管理委員会の役員選考委員会が行うという建付けに

なっております。 

 それから、事務的な組織でございますけれども、表には書いてございませんけれども、

理事会の直轄機関として執行役員から構成される業務全体を統括するための執行会議を常

設機関として置くとか、また、カネの関係につきましても、理事長が法人の中で責任ある

体制を構築するという目的で経営企画室のようなものを、予算の実質的な配分権を行使で

きる室みたいなものを設置いたしまして、役所などの出向者が実質的な配分権を持たない

ような体制を構築するという提言をいただいておるところでございます。 

 また、監事につきましても、絵づら上は同じになっておりますけれども、実効性のある

監査が行われていないのではないかという指摘に対しまして、常設の監事室を設けまして、

専属のスタッフをそこに置くということで、監事の役割と機能を強化するというご提言も

いただいておるところでございます。 

 これらのご提言をいただいたわけですけれども、法律上はこれらの医療独法につきまし

てもＵＲと大して違うところはございませんで、では、この提言をどのように実行したか

ということになるわけでございますけれども、最後の６ページをご覧いただければと思い

ます。最終的には通則法なり、独法の制度自体を変えることになるのかもれませんけれど

も、この医療独法の開始に当たりましてはできるものからまず先行してやっていくという

趣旨で、法制度上は先ほど申しましたとおり同じなのですけれども、提言を実現するとい

うことで、理事長の選考に当たって公募を実施いたしました。その公募に当たっては、赤

字で書いてございますが、先ほどの提言を実現することが理事長の条件という形でアナウ

ンスして募集しましたので、選ばれた理事長は提言を実現するというのが業務のミッショ

ンの一つになっておるところでございます。 

 公募の結果、先ほど申し上げました選考委員会の審議を経て、法律上は最終的に主務大

臣が任命することになっておりますので、主務大臣である厚生労働大臣が指名したことに
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はなっておるのですけれども、実際の選考は外部の選考委員の方が、左下に黒枠で書いて

ございますけれども、８名の方がいまして、提言の内容を実現したということで、政府内

においても独立行政法人のガバナンスに対する問題意識は非常に高いところがございます。

今年４月に立ち上げた医療独法については、このような提言を受けて、少し先行的に取り

組みを実施しているということで、一つ事例としてご紹介させていただきました。 

 それでは、また資料１に戻っていただければと思いますが、引き続き問題点ということ

で、「賃貸住宅部門について」でございます。まず、１つ目、財務リスクというところで、

これは再三ご指摘をいただいておりますけれども、多額の借入金、賃貸についていえば１

１兆円、ほとんどが財投で建設が行われておりますので、先ほどもご指摘がございました

が、長期の借入金の金利が上昇した場合には財務コストが膨張して、経営が成り立たなく

なるリスクを負っているという点があげられるかと思います。 

 それから、もう一つ、次のページでございますけれども、「家賃減額措置の不透明性」と

いうことで、ストックが非常に老朽化して、維持修繕費が増大しているというところで、

家賃では管理費用を賄えない、いわゆる赤字の住宅が増加する傾向にございます。また、

入居者につきましては低所得の高齢者が増加しておるため、建替えなどストックの更新に

よる家賃上昇に対する抵抗も大きくなっておりますので、政策的な家賃減額を行っておる

ところではございますけれども、そのことが逆に家賃システムを非常に複雑でわかりにく

いものにしているということもございますし、複雑でわかりにくいということは管理コス

トがそもそも増大していくわけでございます。また、家賃減額措置には国費も投入されて

おるわけですけれども、その内容もわかりづらいものになっているという点が問題点とし

てあげられるかと思います。 

 それから、次、「都市再生部門」ですけれども、これも同じように事業実態の不透明性と

いうことで、大都市圏の国際競争力の強化ですとか、密集市街地整備、地方都市の再生と

いうようなさまざまな目的で事業が行われておりますけれども、事業手法も法定事業から

任意事業までさまざまございますので、事業実態が外側からすれば非常にわかりにくい。

それから、個別事業ごとに採算性がどうなっているのか、国費の投入状況がどうなってい

るのかという点につきましても、賃貸住宅同様でございますけれども、非常に不明確とい

う点が上げられるかと思います。 

 ２点目として、「国としての助成の考え方」ということでございます。国の助成、一部、

土地の取得に出資金を充てているわけでございますけれども、本来は土地の流動化を目的
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とする事業などを除けば、国が個別に判断すべきものではないのかという、今の建付けが

どうなのかという問題意識がございます。 

 それから、３つ目、「地価変動リスク」ということで、ＵＲの中で土地を取得する事業が

ございますけれども、当然、保有期間中に地価が変動いたします。地価が上がれば利益が

得られるわけでございますけれども、逆に下がれば事業が赤字になるというリスクを負っ

ているという点が一つあげられるかと思います。 

 最後、「ニュータウン部門」でございますけれども、地価の下落リスクと記載させていた

だいております。事業自体は既に撤退することを決定しておりまして、現時点、平成２０

年度までに２,５９３ヘクタールの土地を処分してまいりました。中止なり、区域縮小の事

業見直し、それから地価の下落というさまざまな要因で毎年、損失を計上してまいりまし

て、その額は、機構発足以降５年で５,３４６億円という形になってございます。これは当

然、会計基準の変更で低価法が導入されたとか、減損会計が導入されたとか、初めて事業

を抜本的に見直したというある意味では初めて要因がかなり大きいところでございますけ

れども、今後も、最終的にはあと３,３００ヘクタールの土地の処分が必要だということで

ございますので、同じ割合で損失が発生するとは思えないところではございますけれども、

いずれにせよ地価の下落ですとか、土地の売却によるさらなる損失の発生は避けがたい部

分があるのではないかと思っております。 

 これらの問題点を踏まえまして、次、３ページ目でございます。本日、議題の２として

各委員の方に私案をご発表いただきますけれども、その質疑の際に主な論点ということで、

ご議論いただければということで、ご紹介させていただくものでございます。まず、１.

でございますけれども、賃貸住宅事業と都市再生事業を同一の組織で行うべきなのか、別

個の組織で行うべきなのか。その際に、検討の視点として幾つか、すべてというわけでは

ございませんけれども、組織の透明性が確保されるのかどうか、事業・経営の効率性がど

うか。それから、職員の配置をどのようにするかという点があげられるかと思います。ま

た、国の立場からすれば、同一にするか、別個にするかによって国の財政負担がどうなる

のかという点も一つ、視点として考えられるのではないかと思います。 

 それから、２つ目でございますけれども、仮に別の組織にした場合に、現在、機構が多

額の負債を抱えておりますので、それをどのように取り扱うのか。収益と債務償還の関係

をどのように位置づけるかという点がまた問題になろうかと思います。 

 それから、３つ目、賃貸住宅事業につきましては巨額な負債を抱えております。負債の
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圧縮を進めていくためにはどのような組織形態が適切かということで、完全な民間会社化

が可能なのかどうか。政府出資の特殊会社という方法もありますし、また、先ほど１つ事

例としてご紹介させていただきましたけれども、会社経営を取り入れた新しい特別法人、

独法のようなものを考えるのかどうか。それから、ご提言もいただいてございますけれど

も、賃貸住宅を種類ごとに分けて組織形態を考えるというようなことも可能なのかどうか

についてもご議論いただければと思っております。 

 それから、４.でございますけれども、都市再生事業につきましては担うべき事業範囲を

どのように考えるかということでございます。収益性が低くても一定の収益を上げること

ができるのであれば、現在の独法以外の組織形態は可能なのかどうか。それから、先ほど

の地価変動リスクを含めました事業リスクは、現在ＵＲがすべてかぶっている状態になっ

ているわけでございますけれども、これを受益者である民間なり、地方公共団体にしっか

りと負担させる仕組みをつくるべきなのではないかと考えられます。 

 ５.でございますけれども、賃貸、都市再生に共通でございますけれども、ガバナンスを

強化するためにどのような方策を講ずるべきかということでございます。また、負債の圧

縮のために収益性を上げるですとか、収益性のもっと高い事業を担うような仕組みも考え

られるのかどうかということもご議論いただければと思います。 

 それから、最後、６.でございますけれども、ニュータウン事業につきましては今後も損

失の発生が見込まれますので、単独での自立はなかなか難しいところがあろうかと思いま

す。このニュータウン事業を組織改編の中でどのように扱っていくのかも、賃貸、都市再

生を一緒にするのか、別々にするのかということとあわせてご議論いただければと思って

おります。 

 とりあえず事務局として認識しておる現行の組織、事業の問題点、それから今日ご議論

いただきたい主な論点ということで、このような認識でよろしいかどうか、ご確認の意味

でご紹介させていただいたところでございます。 

 説明につきましては以上でございます。 

【森田座長】  ありがとうございました。 

 本日は委員の方からの私案について、これの議論に少し時間を割きたいと思いますが、

ただいまいただきました事務局からの説明につきまして、ご質問、ご意見等がございまし

たらお願いいたします。 

 はい、どうぞ、○○委員。 
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【○○委員】  今まであまり議論されていない問題点も顕在化していただいたと思うの

ですが、特にニュータウン事業のところはそうかなと思うのですが、１ページ目のⅠ.の３.

「業務運営の非効率さ」のところですが、「コスト意識を欠くまま」となっているのですが、

これはどういうふうな事実で説明できるのかなというところを教えていただきたいなと思

うのですが。コスト意識を欠いているとほんとうに指摘できるのかどうかというところが

不明だという意味合いなのですが。 

【○○委員】  お願いいたします。 

【事務局】  ＵＲにつきましては、特に賃貸住宅部門を中心にいたしまして、毎年、毎

年、管理すべき賃貸住宅の量的な拡大に伴って特に現場管理業務が非常に拡大していった

と。一方で、公的な組織であるということで、ＵＲ本体の人員体制については一定の制約

があった。こういった中で、関連会社等を設立していったという経緯がございます。そう

いう経緯で設立した関連会社だから、ＵＲが本来やるべき管理業務は関連会社に任せれば

いいだろうということで、関連会社とは随意契約を結んでいた。 

 ただ、アウトソーシングする以上は、関連会社に出すのがほんとうに効率的、あるいは

コストの面で安上がりになるのかどうかということは実は十分な検証がないままに、今ま

ではＵＲがやっていたものを関連会社にやらせるという構図で来たというところがこれま

での現実だったかと思っております。そういう意味でのコスト意識が十分なかったという

ことで書いてあります。 

【○○委員】  ということですが、よろしいでしょうか。 

【○○委員】  また後ほど。 

【○○委員】  はい。 

 ほかにいかがですか。 

【○○委員】  先ほど説明していただいた参考資料２の６ページの厚生労働大臣のとこ

ろですけれども、将来的には行政刷新担当大臣にするというのは何か意図があるのですか。

例えば厚生労働大臣の所管であると問題があったということなのですか。 

【事務局】  我々もこの辺の情報については、ネット等の情報で側聞するしかないので

すけれども、議論の中で出ておりましたのは、途中にもありましたけれども、ヒト、モノ、

カネが主務官庁に縛られていることによって、実質的な経営について一定の制約があった

という問題意識があるようでございまして、そういった中で独法の長の選考においても、

法律上は主務大臣が任命することに当然なっておるわけでございますが、選考委員会とい
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う透明性を確保した形での選考プロセスをとる以上は、その選考委員会自体もできるだけ

主務官庁からのコントロールとか、影響がない形で運営したほうが望ましいのではないか

ということで、最終的には行政刷新担当大臣に持っていくという考え方をされているよう

でございます。正確なところは我々も推測するしかないところでございますが。 

【○○委員】  よろしいですか。 

【○○委員】  はい。 

【○○委員】  では、ほかにいかがでしょうか。特によろしいでしょうか。 

 私、一言だけ感想を申し上げておきます。独立行政法人制度の改革ですけれども、私自

身、中央省庁等改革基本法をつくるときに少しお手伝いしたのですけれども、そのときの

認識ですと、独立行政法人というのはそれまでの役員体制の合議的な意思決定の非効率と

無責任を廃止するために理事長に全権限を集中させ、理事長の非違といいましょうか、行

為については、大臣が別途、独立的に任命する監査役がきちんとチェックをする。それに

よって業務の一体性と、効率性と、責任体制を明確にするというのがこの制度の趣旨では

なかったかなというふうに認識しているものですから、今回の改革について、また実態も

そうですけれども、どういうことなのかなとやや疑問に思います。これだけちょっと言っ

ておきます。 

 余計なことを申し上げましたけれども、それでは、今、最後にご指摘いただきました論

点等を踏まえまして、議題２の「都市再生機構のあり方に関する委員私案について」に移

りたいと思います。 

 前回の会議で何人かの委員の方に私案の提出をお願いしておりましたが、資料２にござ

いますように５名の委員からご提出いただきました。既に○○委員からご報告いただいて

おりますが、大変お忙しいところありがとうございました。 

 各委員には順番に私案について、５分から１０分程度で簡単にポイントをご説明いただ

きまして、ご質問、ご意見についてはすべての委員私案の説明が終わった後で、まとめて

頂戴したいと思っております。なるべくディスカッションに時間を割きたいと思いますの

で、申しわけございませんけれども、できるだけ簡潔にご意見を述べていただければと思

います。 

 それでは、○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  では、ご説明させていただきます。前々から議論がありましたように、

ＵＲのミッションについては再定義する必要がございまして、もし広い意味での福祉を行
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うためのツールだと割り切るのであれば、それはそれで私は一つの政治的な決断としてあ

り得ると思いますが、国家財政というか、一般政府全体の財政を健全化する、あるいは再

建するという観点からすれば、それは選択できない、財政の健全化と福祉の推進という二

兎を負うことはできないと思います。私の観点は一般政府の財政健全化ということだけで

ございますので、そういう意味では非常に限定された視点に立ったものでございます。 

 基本的には、今までも出てきた話でございますが、私は、仮に部門Ⅰと言っている賃貸

住宅部門と、部門Ⅱと言っている都市再開発部門は分けて考えるべきであると思っており

ます。 

 ニュータウンについては何も書いておりませんが、これはどうにもしようのないことで

ございまして、国の財政で最終的に面倒を見る以外、方法はないと私は考えておりますの

で、このことは自明だと私は思っておりますので書いておりません。 

 それから、賃貸住宅部門の問題が圧倒的な大きさでございますので、主としてこれにつ

いて申し上げたいと思います。そこで、２ページの２「部門Ⅰの民営化のイメージ」でご

ざいますが、真ん中辺に書いてあるように幾つかの選択肢があると思います。前回でした

か、事務局から資産のビンテージと申しましょうか、クオリティによって幾つかのレイヤ

ーに分けというのはいい考え方だと思うのですが、とりあえずは全部をひっくるめて考え

て、レイヤーごとに分けるかどうかはその後の第２段階の問題として整理したいと思いま

す。幾つかの選択肢はありますが、結局、私はＡ－１ぐらいしか基本的にはないと思って

おります。この場合、民営化するわけでございますが、国の関与は現物出資で、最初のう

ちは一人株主にならざるを得ないと存じます。なぜ、民間に譲渡という選択肢を排除する

かというと、手を挙げる民間企業は多分ないだろうと、ただそれだけのことでございまし

て、もちろん挙げてくれればそれにこしたことはございません。 

 ただ、先ほど○○委員もおっしゃっておられて、私も同感なのですが、どんなにガバナ

ンスについて議論してみたところで始まらないことでございまして、株式会社のほうがほ

かよりはいいかなという程度のことでございまして、株式会社化することが決め手になる

などと私も思っているわけでは全然ございません。民間企業のいいところは株式会社であ

るからではなくて競争があるからなんでして、その点は間違えてはいけないことだと思い

ます。株式会社化はあくまでも手段にすぎません。 

 私の考えは、今ある組織を国の現物出資という形でアンブロックに全部を民営化する、

株式会社に看板を書きかえるということでございますが、民営化後の姿はこういうもので
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はなかろうかというのを漠然とイメージしております。それが３ページの半分よりちょっ

と下の（２）「民営化後の姿」でございます。民営化後３年から５年を移行期間として、次

の作業を行う。①は売却可能物件をとにかく売却するということでございまして、もちろ

んこれは債務を縮めるという意味でございます。ただし、ここから先は、私は素人なので

ぜひお教えいただきたいのですが、売却して一時的なキャッシュを生むのと、保有して、

いわば細く、長く賃料収入を得るのとどちらが得かというのは、理論的には同じことにな

るはずなのですが、現実の世の中ではそうではないらしくて、しかもどちらが得かを政府

が決めるというのも妙な感じがいたしますので、民営化会社の経営判断にゆだねるべきで

はないかと思っておりますが、これは素人である私の感想にすぎません。 

 次に②ですが、ここが一番大切なところで、財投資金の投入をフェードアウェイさせる。

この点こそ民営化の最大の眼目になろうと思います。ただし、資金の自主調達に係るいわ

ゆる市場金利になりますが、と財投金利とのスプレッドは、やってみないとわからないわ

けですが、想定より大きい場合にはフェードアウェイの期間を延長せざるを得ないだろう

と思います。 

 次、これもものすごくでかい問題で、しかし、これを越えなければ民営化したことにな

らんのですが、どれくらいの大きさの債務であれば民営化会社がしょっていけるかという

ことをどこかで算定しなければならないと思います。ここは政治的には最大の難関になる

と思うのですが、背負いかねる債務はどうするのかというと、結局、国で面倒を見るしか

ないだろうと。一般会計につけかえるなど、財政資金の投入がどうしても避けられないと

思います。 

 次、組織の形態ですが、地理的な、あるいは業務別の分社化をするか否か。いわゆる上

下分離方式、これも一種の分社化でございましょうが、これをとるか否か、持株会社を設

立するか否か等の判断も、民営化会社のオウンリスクで行うのが筋ではないかと思います。 

 ⑤事実として遂行してきた福祉的な機能はどうするかということでございますが、私は

こう考えております。住宅政策や広義の福祉に属する措置は、純粋の民間企業として他の

民間企業とイコール・フッティングの立場で実施するか否かを判断する。例えば補助金な

どは他の民間会社と同じ立場でいただくものはいただくというふうにすべきだと思ってお

ります。他方、高齢、低所得者の居住者に対する特例的措置をなくすことはできないと私

は思います。したがって、これは福祉ではなくて、一種の既得権保護として整理すべきだ

と考えております。したがって、現に居住している者１代に限って、財政資金によって継
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続するものと考えます。 

 なぜ、財政資金を投入することが正当化できるかというと、これは民営化会社が好き好

んで行うものではない。ＵＲだって好き好んで行うものではなくて、いわば国の政策とし

てやったんだから、最後まで面倒を見てねと言わざるを得ないと私は思うからでございま

す。 

 いずれにいたしましても、当面の最大の課題は、○○委員もご指摘のように債務をどう

するかということでございますが、ＵＲの自力だけで何とかなることではないと私は思い

ます。したがって、債務をリスケするか、先ほど申しましたように一般会計につけかえる

か、国庫からの利子補給という形をとるか、形はさまざまでございますが、いずれにせよ

納税者の負担になるのはしようがないこととして、割り切る以外はなかろうと思っており

ます。 

 道路公団や国鉄についても同じことをやったわけでして、特に国鉄については債務を一

般会計につけかえてもらったからこそ、今は健全な会社として運営できているわけですの

で、これはしようがないと。このまま行くよりはより少ない負担なのだとどこかで割り切

るしかないと思います。 

 それから、都市再生部門でございますが、営利を目的としないのであれば目的としない

と割り切ればよろしいと思います。ただ、現状で問題なのは、５ページの第２パラグラフ

でございますか、都市再生部門が何となくコーディネーター機能、デザイナー機能、地上

げ屋機能、こう言っては悪いですけれども、ファイナンス機能を持っていて、それがなぜ

持たなければいけないのかがはっきりしないまま持っている。その辺のミッションの再定

義は必要だと思います。 

 それから、ここには書きませんでしたが、改革をするなら一遍で大きな改革をして、あ

とはしないというふうにしないと、これは現に国交省の方も非常に今ご苦労をなさってい

て、事務局はきのう家にお帰りになったのかどうか知らないけれども、大変なご苦労だと

思います。それから、ＵＲの方も非常なご尽力だと思います。小刻みにやっていくとどう

なるかというと、私も数年前に政府系の金融機関の非常勤の職にあったときにつくづく感

じたのですが、総務部門がどんどん、どんどん肥大化していきます。そうしますと、一番

優秀な人が直接にはベネフィットを生まない総務部門にどんどん集中していって、組織が

疲弊していく。ほんとうなら金もうけしないといけない人がやたらと紙を書いている状況

になってしまいますので、これは避けなければいけないことだと痛感しております。 
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 以上でございます。ちょっと長くなってしまいました。申しわけございません。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

 では、続きまして、○○委員、お願いします。 

【○○委員】  既にこの委員会の場でも何度かお話しさせていただいたことの繰り返し

になる部分が多いかもしれませんが、概略を説明させていただきます。 

 まず、大前提として、ＵＲが抱えていると言われている問題の多くの部分は、ＵＲが巨

大であるがゆえに起きていると思っております。そういう意味も含めて、１つの組織で多

くの目的を掲げてやっていくことにおいて、この現状の独立行政法人という組織形態が、

先ほども人の問題ですというところに行き着けばやり方はあるのかもしれませんが、向い

ているか、向いていないかと言えば向いていないと言わざるを得ないなと。組織が硬直化

していきやすいという前提を踏まえて考えるのであれば、やはり目的をもう一度整理し直

して、目的ごとに見えやすい形にしていくことがガバナンス上とても大事なことではない

のかなと。逆に言うと、目的ごとに整理したわりと小さいポーションに分けた状態で見え

やすくなっている中では目が届きやすくなって、実際に適した人事制度だったり何なりを

つくっていきやすくなるのではないのかな。そういう意味で、解体していくという作業は

不可避なのではないかというのが考えの根底にあります。 

 では、どのように解体していくかという部分ですけれども、大きな事業の２つである都

市再生事業と賃貸住宅事業に関しては、当然目的も全く違いますので、組織を分けてつく

ることが必要かなと思っております。そして、都市再生事業に関しては、主として、現状、

地方公共団体向けのファイナンスを担うという機能と、民間業者との利益率の差がある部

分を埋めて、民間業者にはできない機能を担っていらっしゃるという説明を伺っています

ので、そもそもこれをやるのかどうかという判断を一度しっかり詰める必要があるだろう。 

 現状、地方政策というか、国と地方の関係の再構築が行われていくと言われていますが、

この部分が進んでいくかわかりませんので、進んでいくかわからないという中で、地方公

共団体向けのファイナンスを担う機能は、その期間においては必要であろうと思うので、

その部分については続けていく。要するに、都市再生事業で行っていることをしっかり整

理して、目的として必要な部分のみ存続させ、組織化することが必要だろう。実際、それ

で民間事業者の利益率の差の部分はまさに政策判断なので、正直、僕がこれは必要です、

必要ではありませんという判断ができる立場にあるかというと、知識、能力ともに不足し

ているのではないかと思うのですが、一つ言えるのは膨大な債務を返済する機能として有
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用ですということが明らかなのであれば、その部分は続けていくという判断もあってもい

いのかもしれないとは思っております。 

 ただ、実際にご担当されている国土交通省の方のお話を聞くと、今まで利益が出たのは

ある種、幸運もあってというお話もあったので、それぐらい不安定なものなのであれば、

一度ここでやめてしまうという判断も十分あり得るのかなと思っております。なので、こ

こに関しては一度、整理をして、債務の返済に絶対必要なんですと、返済に資する可能性

のほうが高いですということであれば、続けていくという判断もあるかもしれない。でも、

そうでないのであればやめるという整理を一度やっていただきたいと思っております。 

 賃貸住宅事業に関しては、ＵＲが歴史的な役割を果たしてきた部分はあるとは思うので

すが、それを続けてきたがゆえに住民との関係が極めて異質なものになっていることは否

定できないところかなと思っております。今後、高齢者の問題などがさらに大きな社会問

題として顕在化していく中において、ＵＲだから国が面倒を見るとか、ＵＲだから家賃を

補助してあげるとか、低廉な家賃で住まわせてあげますということはもはや社会的公平性

を維持する上では通用しないのではないかと思いますし、ＵＲの非常に大きなストックを

整理していくことは、財政的理由からも不可避だと思いますので、住民の方の意識を変え

て、一般とは違わないということをわかっていただくという前提をつくる必要がある、可

能な限り民間事業という方向性で組織をつくっていく必要があるのではないかと思ってい

ます。その上で、政策的ニーズに関しては、○○委員の中にもありましたけれども、民間

の事業体と同じようなラインで、補助金を受けるならば受けるということが重要な観点な

のではないのかなと思っております。特に建替え時の家賃維持制度とか、そういったもの

に関してはほとんど合理性を感じませんので、やはり民間と同じ対応をする中で解決して

いく問題かなと思っています。 

 「両事業を担う組織形態について」ということですけれども、そもそも都市再生事業に

関しては民間がやれないからやるということですので、必要な目的事項に限定して、公的

な組織形態をとる。現状の、または今後、改善されるガバナンスで維持されるような独立

行政法人という形も十分あり得るのではないかと思っています。 

 それから、賃貸事業に関しては、前回のこの会議でもお話し申し上げたと思うのですけ

れども、結局、賃貸事業のストックをどういうふうに整理していくのかということを前提

として考えなければいけないことかなと思っています。現状のストックを減らす計画は整

理が十分されているとは思えませんので、量的にももっと見直して、大きな数字に変えて

 -17-



いく必要があるだろうと。この観点の中では、前回もお話ししましたけれども、住宅供給

が過多になっていくという局面における逆民業圧迫みたいな問題も指摘されかねない部分

でもありますので、民間よりも多くストックを減らすというような観点が必要なのではな

いかなと思います。 

 その上で、ＵＲが抱えているストックは幾つかに整理できるのではないかなと思ってお

ります。まず、イメージしやすいものとして、３）の超高収益物件というものがあります。

現状ＵＲの経営を支えていると言っても過言ではないような物件です。これに関しては、

わりと早い話、どんどん民間に売ってしまいなさいという議論も起きるところではあると

思うのですけれども、資産の最有効活用という意味で言えば、「サイ」というのは「最も」

という意味ですけれども、要するに資産管理という意味で売却したほうがいいのか、持っ

ていたほうがいいのかという判断は、時期だったりいろいろな要素が出てきて、十分経験、

知識を持った人間が判断することかなと思っておりますので、そういったことを目的とし

たガバナンスを持つ一つの組織体として管理することが妥当ではないのかなと思っており

ます。今すぐ売るというよりは、債務を返済することに最大限パフォーマンスを発揮する

ような形で管理していくことを会社の目的とするものをつくる必要があるのかな。 

 逆に、４）の部分で、もう一つあると思いますけれども、これは建替えませんと、単純

に壊して、市場に戻しますというようなものに関しても同じような観点が出てきますので、

資産処分会社に集約していく。３）と４）は同じようなものになってくるので、１つの組

織体で運営することも十分あり得るかなと思っております。 

 それから、もう一つ、今後の社会ニーズとして高齢者向けの賃貸住宅を提供していくと

いう部分に関しては、今後も必要なものとして、一般の会社と同レベルの政策ニーズの中

で一緒にやっていく組織を１つつくっていく。この物件に関しては、そういう制度を利用

して運営していくことが必要なのかなと思っています。これに関しては、先ほど○○委員

の話にも一部あったかと思うのですけれども、ＵＲが巨大であるということからいろいろ

な問題が起きてくる可能性がありますので、外から見えやすい大きさにしていくことが重

要かなと思っております。そういう意味で、単位はどこまで刻むのかというのはわかりま

せんが、地域ごとだったり、一番小さい単位で言えば団地ごとの組織に落として運営して

いくことを検討するべきではないかと思うところでございます。 

 先ほど、民間会社がいいのは株式会社であるがゆえではなくて競争があるからだという

話があったと思うのですけれども、比較されるような同じルーツを持つ組織がほかにある
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ということが、利益競争という部分は目的によって違うと思うのですけれども、合理化さ

れた運営が行われているかという意味において比較検討されるようなポーションをつくっ

ていくことは意味を持つものではないかと思いますので、つまるところ最終的には人の問

題ではあるのですけれども、その人の問題を見えやすくするためのポーションに切ってい

くという作業はあってもいいのではないかと思うものでございます。２）の部分について

は、利益率追及という要素ではありませんので、組織体としては公的なものを残すという

のもあり得る話かと思います。 

 それから、１）の「民間事業者が経営可能な物件」に関しては、実際には、物を売って、

民間事業者に運営してもらうのは難しい部分かなと思いますので、ポーションごとに分け

て民営化することが現実的な線かなというようなことを考えている次第です。 

 あとは関連会社の論点などもあります。ここに関しては、結果的に契約の一般競争化が

大幅に進んでいっている中で、組織というのは再編されていく。その中で関連会社も実際

に競争にさらされれば当然、合理化されていくという話になりますので、重要なのは先に

余剰金だけは取り上げた上で競争にさらして、あとは野となれ山となれというのはちょっ

と不適切かもしれませんが、実際の市場の原理にゆだねるというのが妥当なところではな

いかと思っております。 

 ニュータウン事業に関しては、実際には資産処分をやっていらっしゃると思うので、最

初に申し上げた資産処分会社的にしてしまうという考えもあるかもしれませんが、単に勘

定を分ければいいのか、組織として分けたほうがいいのかという部分に関しては、もう少

し現場を見て、どちらのほうが機能するかということで決めるべきところかなと思います。

少なくともニュータウン事業に関する責任の所在は過去の問題ですから、そこからどれぐ

らいプラスに向けられたのかということだけを指標に人事評価が行われるような組織を一

つつくるというのも方法かなと思います。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

 では、続きまして○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  最初に、おわびかたがた申し上げておきたいと思うのですけれども、実

はこの賃貸住宅の事業についての売却の見込みの計算において、私、重大な考え誤りをし

ていまして、この文書をつくっている途中でそのことが明確になったために、文章展開が

少々難があるような構図になっていることと、結論的なところが少々明確になっていない
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部分もあるのですが、改めて軌道修正しながら簡単にご説明したいと思います。 

 まず、私のほうで注目しておきたいと思っていますのは、今日の配付資料の中でも触れ

られているところでもありますけれども、２ページ、事業リスクと書いてありますけれど

も、いわゆる賃貸住宅についてのマネジメントリスクの観点。これは今まで話題になって

いました金利リスクと、以前申し上げた土地の価格下落リスクと、それからさらに家賃の

下落リスクが長期的に見た場合に存在する。ちなみに家賃の下落リスクが単純に人口だけ

に正比例するような形で推移すると仮定すると、２０３５年の時点で収入が４００億円減

るという計算になってしまう。これで利益が全部すっ飛ぶという形になる。必ずしもこの

とおりにいかないという若干の要因はあるのですけれども、単純計算するとこういうこと

になってしまう。これらのリスクから考えると、まず、一つくくれる話としては、できる

だけ早期に有利子負債の弁済の必要性が改めて浮かび上がってくると思います。 

 冒頭で申し上げた売却という点ですけれども、こちらについては６ページになります。

賃貸物件についてＮＯＩとキャップレートで売買されるというのが今の一般的なマーケッ

トの考え方なわけですけれども、これでいくと７兆円にしかならないわけです。５.５とい

うキャップレートを使っていますけれども、これは最近のキャップレートで、しかも２３

区の物件なのですが、２３区でも５.５を超えるようなキャップレートで売買されざるを得

ないところもあって、５.５より若干低いようなレートで売買される状況でもあるけれども

というところです。今、２３区と言いましたけれども、地方のほうを考えるとキャップレ

ートはもっと高くなりますので、ここに７兆円と書きましたけれども、７兆円以下の現金

化しかできないだろうという話です。 

 なぜそんなような状況になっているのかということですけれども、損益効率が悪いのか

というと、今まで配布された資料にもありましたけれども、ＲＥＩＴなどと比較してみる

とあまり変わらないというか、平均的に見ればむしろいいわけです。数日前に契約監視委

員会の関係でＵＲの方がお見えになられたので、その辺のところについてご意見を聞きま

したら、私の想像と似たような意見だったのですけれども、規模の利益が働いているので

はないかという話でした。もちろん地方では反対に規模の利益はあまり効きませんので、

効率性は首都圏より悪くなっているとおそらく言えるだろうと思うのですけれども、全体

的には悪くない損益効率だと言えそうだと。 

 では、なぜ先ほどの７兆という金額で大きく乖離してしまうのかというところですけれ

ども、わかったのは、独法移行直後における評価が、単純にキャップレート云々というこ
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とではなくて、不動産鑑定評価でよく行われる方式なのですけれども、売却時と還元率を

併用して、ウエイトをかけて評価されている。キャップレートの場合は完全に収益還元だ

けでやるのでイコールですので、ここのところで差が出てくる。一般的には併用でやって

ウエイトをかけるほうが高くなるということです。 

 それから、もう一つ、ＵＲの団地というのは、上空からの写真を見ると明らかだと思う

のですけれども、資産効率が悪いとはっきり断言できると思います。特に３０年代、４０

年代の団地を上空からの写真で見ると、広い敷地の中で建坪はわずかなわけです。民間が

やるとすると、あんなような余裕のある運営は絶対にしない。そこのところが大きく、先

ほどのようなキャップレートの話を生んでいると思っています。 

 では、売却によってキャッシュフローは、僕は、財政問題を考えるときはキャッシュフ

ローで全部を考えたほうが簡単にわかると思いますので、キャッシュフローと言っている

のですけれども、キャッシュフローが売却によっても改善されないのかというと、必ずし

もそうとも言えない。少なくとも昭和３０年代の物件というのは建替え予定で、入居を意

識的にとめているということもあって、入居者はわずか５万戸です。ほかの団地で空きが

大体４万戸ぐらいでしたか、３万戸ぐらいでしたかあるので、この空きを吸収して、建替

えしないで更地化して売却すれば、おそらくキャッシュフローは改善するだろうと思いま

す。ただ、おそらくそういうような方式でしかキャッシュフローは改善されないのではな

いかというのは、平成７年以降の物件のＮＯＩをとっても、７０幾つというのはすごく高

いわけですけれども、それで債務返済をしても、必ずしもキャッシュフローはよくなりま

せんので、見かけ上の損益とキャッシュフローの問題とは別に考えていく必要があるとと

りあえずとらえています。 

 キャッシュフローが改善されなければ売却すべきではないのかということに関しては、

先ほど申し上げたリスクとの比較考量をしていくべきだろうなと。要は長く持ち続けてい

けば持ち続けていくほどリスクは高まるわけですので、多少キャッシュフローが悪くなっ

たとしても、リスクの軽減と比較してどうかという判断をするべきだろうと思っています。 

 さらに量的なところを検討したのですけれども、戻りますけれども３ページ、４ページ

あたりです。高齢者は競争という観点からは排除されやすいということで、保護するとい

う観点が生まれると言えると思うのですけれども、過去のトレンドを見ながら、今の居住

者の年齢的な割合がどうなるかということを試算してみたのですけれども、平成２７年の

時点で６５歳以上の入居者比率はおそらく４５から５０の間ぐらいのレンジに入るのでは

 -21-



ないかなと。頂戴した資料では５０％とたしか書かれていたと思うのですけれども、５０％

までいかないかもしれないけれども、それに近い数字になるだろうと。さらに、その後の

平成３７年時点まで、さらに１０年後ですね。ですから、今から１５年後まで推計してみ

たのですけれども、６５歳以上の比率というのはさらに数％から１０％程度ぐらい増加す

ると推測できるのではないか。そうすると、今現在の供給戸数は大体７０万戸ですから、

３５万戸から４０万戸ぐらいがその時点において供給する体制にするのかどうかという話

が具体的に出てくると言えると思います。 

 では、先ほどのキャッシュフローの話と、今のような仮に３５万戸、あるいは４０万戸

という目標まで削減していくことを考えたときに、公として難しい決断をしなければいけ

ないのだろうなと思います。例えば住みかえ前提というのは廃止、それから強制退去とい

うのも辞さないと、この戸数まで到達するのは難しいのではないかなと。詳しいディテー

ルのところはデータとしてわからないので何とも言えないのですけれども、全体的に見た

場合には悲観的に私には映ります。ちなみに年代別に昭和３０年代物件、４０年代物件、

５０年代物件を見ると、４０年代物件は結構候補があるのではないかなと思うのですけれ

ども、５０年代物件以降は量的に考えてどうかなと。そうすると、居住者のことを考える

と、かなりの強制退去などをやらないとならないなということがイメージされてくるとい

うことで、賃貸住宅関係については、キャッシュフローの改善を念頭に置いて、個別物件

ごとに大きく検討していくというやり方をとらざるを得ないのではないか。必ずしも目標

には到達できないかもしれないということも、ある程度覚悟しておく必要があるのではな

いかなと。 

 それと、論点として私が加えておきたいと思っていますのは、１ページ目の③です。千

葉の柏の豊四季台団地で、東京大学高齢社会総合研究機構と、ＵＲと、市とでの取り組み

があって、ネットサーフィンをしていてホームページなどを見つけたのですけれども、高

齢者住宅の場合、こういったことなども議論してもよかったかなと思うのと、それから、

２ページの（２）③ですが、これは私が前から申し上げていた話で、今日の話にも出てい

ますけれども、結局先ほどのようなキャップレートで計算した譲渡見込み価格では債務が

弁済できない話というのはどこから起きているかというと、今の賃貸住宅部門で扱われて

いる債務の中に本来賃貸住宅事業から発生したとは言えない債務が入っているからなわけ

です。これは、ここで３兆と書いていますけれども、大体３兆から４兆と推計されます。

ニュータウン事業と同一の形でここの部分は本来、考える必要があるのかもしれないと思
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っています。 

 それから、都市再生のほうに移ります。個人的なまとめ方としては、じゃ、どのような

事業体が都市再生事業を行うのが適当なのかというところを９ページの（３）でまとめて

おきました。こういうふうにまとめると改めて民間では難しいな。全然できないという話

ではないけれども、結構、困難性があるなということは言えると思っています。ただ、じ

ゃ、ＵＲがほんとうにできるのかというのは、別の話として整理しておかないといけない

と。 

 今後、どういうふうに都市再生事業を考えていただきたいかというのは、１０ページの

２番の（１）ですけれども、今後の地域社会での都市をどうデザインしていくのか、そう

いうことから考えていく必要があるのだろうなと思っています。縮減というような話もあ

って、私も基本的に賛成なのですけれども、極めて政治的な問題もあると言えるかと思い

ますので、都市再生事業については先ほどのガバナンスとは違う構図がよろしいのではな

いか。すなわち政治が相当程度入り込んだところで、建築家やデザイナーなどの有識者が

意思決定していくという構図はいかがだろうかという提案をさせていただいているという

のがこちらです。 

 ということで、今度はどういった組織でやっていくのかということで、１１ページに移

ります。先ほどのように整理したときに、今の法人所得の非課税が非常に魅力的に映って

きます。株式会社化するとこの部分のメリットが、経済特区にすればまだ取れるのかもし

れないですけれども、一般的にはなくなってくることがあります。いずれにしても、今の

ストックを何らかの形で使わなければもったいないよね。別に低所得者とか、高齢者向け

という話について、ＵＲでないとできないという話ではなくて、民間の施設に対して補助

を行うという構図も考えられると思うのですけれども、今のストックを使わないのはもっ

たいないのではないかというところは考えてもいいのではないかなということで、とりあ

えずＵＲのような組織でいいのではないかという話ですが、ただ、そうはいっても、先ほ

どの資産効率とか、あるいは損益効率が全体的には悪くなさそうなのですけれども、見直

すべき点は当然に含まれていると言えますので、その辺の見直しを行っていくことは必要

ととりあえず整理しました。 

 次に、１１ページで都市再生事業を整理していますけれども、基本的に私は同一の組織

であることの合理性は乏しいと思っています。ビジネスモデルが異なるということで、経

営リソースが共有されている場合ですとか、シナジー効果が見出せる場合には同一の組織
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は望ましいと言えるのですが、シナジー効果がそれほど大きいのかなというのが私の感覚

的な判断です。ただ、別組織とするのもいいですけれども、あえて切り離すこともないか

なと私としては評価しているということです。 

 宅地造成事業は今日ここに書いてあるようなことを大体取り上げていただいたというこ

とで、以上の３つの事業全体を考えるというところですけれども、１３ページをご覧いた

だきたいと思います。損益と補助金の関係を決算書からまとめてみました。これで私も確

認できたのですけれども、必ずしも予想していたわけでなかったのですけれども、ＵＲ全

体で平成２１年３月期、当期損益は都市再生で６８３億、ニュータウンで赤の３９８億と

なっていて、トータル約３００億の黒になっているのですけれども、補助金が９００億あ

りますので、補助金がなかりせば６００億の赤字になる。補助金収入は資産化されている

部分もありますのでＰ／Ｌでは拾えませんので、キャッシュフローで拾いましたけれども、

過去５年間で、合計を書いていなくて申しわけないのですが、８,６００億という数字です。

ＵＲのこれまでの有利子負債の返済が３.６兆ぐらいかと思うのですけれども、移行時に持

った資産の処分が大体２兆円ぐらいですか、それから、割賦の解消が２,０００億ぐらいで

すか。計算が違っているかもしれませんが。それから、補助金の今の８,６００億という数

字、あと損益上若干の赤になるわけですけれども、減価償却が、５年間の累計はとってい

ないのですけれども、大体４,０００億ぐらいではないかなと思われるので、そういうもの

が原資となってこれまで有利子負債が返済されているという構図だと思われます。 

 都市再生のところは、こういうふうに考えていくと難しい問題が出てくるなと思うので

すけれども、事業規模縮小が補助金の減少につながる構図と言えるようでして、そうであ

るとニュータウンの損のリカバーが今よりもっと減ってくるというシミュレーションがで

きるということです。 

 大体以上が事業と組織の関係ですが、最後、関係法人のところですけれども、１つ、私

自身も十分理解できていないのですけれども、前にも申し上げましたけれども、道路公団

などの場合とは大分違うなと。もちろん官の自己肥大化が影響しているような規模の問題

というのはあると思うのですけれども、もう一つ、政の思惑で関係会社化された、あるい

は関係会社に移行された機能が明らかにあるなということは認識しておく必要があると思

っています。要は定員削減という中での話であるし、そのような話は大分前からＵＲとい

いますか、公団についてはあったようです。 

 ほんとうに今、関係法人としてぽんと切り離すようなことができるかというと、事業的
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な意味でそれをやってしまうとまずいところもあるのですけれども、関係法人は極めて脆

弱だということは一応、認識しておいたほうがいいと思います。まず、コストは……。 

【○○委員】  すみません、簡潔に。また後で時間を取りますので。 

【○○委員】  あっ、すみません。 

 その辺のところはこちらのほうに書いたので、見ておいていただければと思います。脆

弱だということです。 

 あと、剰余の取り込みは、私は、５０％以上の会社は株式を買い取ってしまって整理す

るのが一番いいだろうと。買い取り価格がどうかという話があると思うのですけれども、

過去の経緯を追っていけば、今の純資産価値等で計算される価格にならない可能性もある

と思いますので。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

 それでは、次。簡潔にお願いします。 

【○○委員】  これまでいろいろ議論がありまして、それから、今まで４人の方ですか、

ご提案いただきまして、認識としては大分収束しているかなというイメージもあったので

すけれども、大分意見が違っていますので、今後どうやって議論を収束させていくか。今

回は選択肢を多様に出すことが一つの大きな意義ですので、無理に１本にまとめる必要は

ないと思うのですが、どうやって整理していくかというのは課題になっていまして、その

整理の仕方と、それから今、私の中で持っているイメージをあわせてお話しできればと思

います。 

 まず、いろいろな会社形態、組織形態のバリエーションがあるわけですけれども、会社

形態をどうするかというのは最終的に何をするのか、今回、見直しを通じてやっていかな

ければならないこと、その案件の共通認識をなるべく共有していくことが重要ではないか

と思いまして、これがⅠのところになります。私がこれを書いたときに、この項目のうち

４つぐらいは大体、皆さん同じかなというイメージでいたのですけれども、今日の発表を

聞いていると少し異なる意見もありますので、まずこれ自体を少し精査しなければならな

いと思います。 

 １つは、まず、解体的見直しと言っている中で、事業範囲を縮小していかなければなら

ないということで、これは今のＵＲの方針にも入っています。平成３０年度まで１０万戸

の再編に着手して、約５万戸のストックを削減する。８万戸の既存ストックを削減して、
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戻り住宅を約３万戸程度。さらに、平成６０年度まで人口が７割に減るということを基準

に、現在のストックの３割削減をする。解体的見直しと言われている中では、少なくとも

事業範囲の縮小を結果的に現計画以上にしていく。どのぐらいを目標値にするかというの

はありますけれども、これをどうするかをどこかで決めなければならないというのが１点

です。 

 ２点目は、それにあわせて組織体制をやはり縮小していかなければならない。これはど

んな形態をとってもそうです。これが２番目になります。縮小していく理由としては、事

業範囲を縮小していくのですから、それにあわせて縮小していくという部分と、各種、そ

れこそ仕分けのときにも指摘されていますが、事業の効率化の余地がまだまだあるのでは

ないか。この事業の効率化というのは、ＵＲ単体で見た部分もありますが、関連会社の部

分も含めて、それから類似外郭団体なども含めて合理化、効率化していく部分、この目標

を設定する必要があるのではないか。どんな会社形態をとっても、１－１と１－２に関し

ては大方の人の合意は得られるのではないかと思います。 

 ３番目は、これが事業目的として一番大きいのですが、これまでの資料にもありました

とおり、既存ストックの主力というのは昭和３０年代から４０年代に建設したもので、大

体５０年で更新してきていますので、これを今後更新していかなければいけない時期に入

ってくるということです。住宅規模、間取り、設備等も老朽化、陳腐化していまして、耐

震化や長寿命化で対応できるものと、建替えていくものをしっかりやっていくというのが

今後のミッションとして非常に大きいと思います。更新を怠りますと、結局家賃収入が伸

び悩むというＵＲの経営状況の問題も生じますし、それと同時にもっと大きいのは、そこ

の部分が地域の負の資産に転化してしまって、まちづくり全体の大きなマイナス要素、本

来は資産として生かさなければならないものがマイナス要素になってしまうということだ

と思います。 

 これは再開発事業に従事された方は実感としてわかるのと思うのですが、通常、再開発

をやると、権利関係の複雑さと、従前借家人の扱いが一番大きな課題になるわけです。こ

のＵＲの場合は権利関係がはっきりしているのですけれども、いわば全員が従前借家人な

わけです。この状況で再開発において合意形成をしていくというのは非常に難航必至。こ

れについては後で説明しますが、これを確保しながら団地の再生をしていかなければなら

ないというのが３番目。これも私はある程度合意していただけるのではないかと思います。 

 問題は１－４で、ＵＲの中でどれだけというものもありますが、ＵＲの団地地区を含め
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た周辺地区を含めて、ある程度ソーシャルミックスを実現していくことが必要だと。これ

は一応問題提起にありましたし、○○委員からも説明がありましたが、居住者の高齢化が

非常に進んできていて、ある意味ではＵＲの政策の中で高齢者や福祉施策の色彩を強くす

る。こちらのことは一定の政策目的を達成してきた。しかし、１地区に高齢者が大量に集

中的に住んでいく。高齢者ばかりが。しかも、これは持ち家ではありませんから、新しい

高齢者の人もどんどん入ってくるという中で、それこそ孤独死の問題ですとか、要支援、

要介護者の増大ですとか、それから地域の防災力の減退ですとか、健全な地域コミュニテ

ィが形成されないだとか、こういうさまざまな地域社会全体の問題が生じてきていると。

したがって、これは公営住宅との違いということもあるのですが、低所得者対策というよ

りも少子化対策の観点からも、周辺地区を含めて一定枠の若年世代の導入を図っていくと

いう役割が必要ではないか。これが１－３と関連して１－４で出てくることだと思います。 

 それから、今回、別な見解もありましたが、私としては、今後の事業展開をしていく場

合に、ＵＲに関して新たな国民負担、税を投入することに関しては、仮に合意されたとし

てもかなり事業的に足かせになる。したがって、基本的には新たな国民負担を要しない事

業展開で、ニュータウン事業に由来する繰越欠損金７,３００億円も含めて賃貸住宅・団地

再生・都市再生の各事業の中でＵＲの経営努力、自助努力で基本的には運営していくこと

が必要ではないか。そのためにはある程度安定的な賃貸住宅収益と変動の大きい都市再生

業務を組み合わせていく。特に団地再生ということを考えますと、財政融資資金を中心と

した長期的な安定的な資金調達を組み合わせていかないと難しいのではないか。少なくと

も新たな国民負担を要しない事業展開、この５つですね。これ全部を認めていただけるか

どうかというのはありますが、こういった共通案件を考えた上で、それにふさわしい組織

形態という議論の詰め方をすべきではないかと思います。 

 この５つを考えますと、結局、新たに団地をつくっていくという話ではなくて、居住者

が常にいまして、この人たちの安定性も十分確保しながら、新たに税金を投入しないで、

縮小させながらストックの再編、再生を図るという極めて困難な事業をやっていかなけれ

ばならないということです。これは現在でもやっていまして、その具体的なイメージは私

のレジュメの添付資料の中にあります。茅ヶ崎市の浜見平というところで、２４ヘクター

ルで、１地区だけで人口も相当多いところでして、その中で典型的とは言いませんが象徴

的な事例になっています。今ここにある対象になっているところにばあっとＵＲの団地が

ありまして、この中で民間売却部分や、既に自治体が取得する部分、それから低層部分、
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高層部分も含めてこの計画が動いています。しかし、土地取得、この公共公益施設や公園

部分の土地取得についてもいろいろ問題があり、高層で建てて、民間売却予定地を定めて

合意形成されたのですが、そこに民間業者が入らない。そうした中でその土地をどうやっ

て処分したらいいのかということになっていて、しかも、ＵＲはＵＲでお金を返していか

ないとなりませんので、早く決めろと突っつかれている。大分厳しい状況で、既に第１地

区でも完成まで８年ぐらいかけてやっていて、これを５期までやっていかなければならな

いという相当長期にわたる事業になっています。 

 したがって、この再編、解体を図るというのはまさに今でも一部、自治体なり、民間企

業に行わせて、解体的に見直しをしていくというような状況になっていまして、特に今後

さらに民間企業への土地売却だとか、新しい用途施設計画、それから建替え計画や公共公

益施設計画をめぐっては、自治体や住民との間で多くの合意形成に困難を要する。こうし

た中で、ＵＲについては自助努力でやってもらうと同時に、あまり政府に過度に依存せず

に、主体的に事業活動ができるような経営環境づくりもあわせて考えていかなければなら

ないというのが条件です。 

 そうした中で、組織形態別にどうなっていくかということを考えますと、前回、提起が

ありました基本的には国、自治体、それから公的主体、これは独法でやっていくと。それ

から、特殊会社にして全額政府出資にするか、特殊会社、株式会社で民間出資もありか、

それから完全民営化にするか、この５つを基本にして考えていくべきだと思っています。

先ほどの計画もそうですが、現実問題としてすべてを国、自治体ないしは民間企業が担う

可能性は低くなっていますが、しかし、必ずストック再編や再生の中で当該地区の施設の

一部が自治体や民間企業によって行われることになりますので、この①と⑤もあわせて検

討していく必要があると思います。 

 団地再生ということを考えますと、都市再生でやっていることと、賃貸事業と大分オー

バーラップしてきていまして、私はこの２つについては事業部門を明確に分けるというこ

とはありますが、同一会社を前提に議論したほうが効果的ではないか。この中で、同一会

社の具体的な形態としては②、③、④のどれかではないかと思います。幾つかありました

が、会社として都市再生部門と住宅部門を分離するということも一応考えられるとは思い

ます。しかし、これをやった場合には、結果的に事業を縮小させていく中で分社化して、

管理総務部門の肥大化には必ずしもつながらないのだということを担保しなければならな

い。それから、収益構造が異なる２つの部門を前提に、それに対して的確に過去の負債を
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案分していかなければならないという点、それから独立させた賃貸事業部門だけでほんと

うに効果的にストック再編、再生ができるかといったようなことをきちんと証明していく

必要があると思います。 

 それから、前回出された資料の中で、結局ＵＲの政策範囲を家賃や所得、それから高齢

者を軸に整理するというのは理論的には可能なのですが、先ほど言いましたが、実態的に

は従前借家人がいて、現実問題としてＵＲと民間、自治体の役割は地域によって多様にな

っている。したがって、今後ストック再編をしていく中で、一定の階層にのみＵＲ団地の

対象者を限定するということで、結果的にほんとうに国民負担を要せずにストックを再編、

再生していくことは可能なのか。私は足かせの部分が大きいのではないかと思います。 

 こう考えていきますと、最終的に一体会社を前提に、②、③、④の優劣を整理していく

ことになりますが、ポイントとしては課税、非課税かどうか、財政融資資金の活用の可能

性、それから、今回、話は出ませんが、公権力行使ですね。収用などをかけていく。今は

やっていませんが、ほんとうに高齢者が増えていって、再開発をしていくときに、今は抜

かずの伝家の宝刀ですが、こういうものを将来、使う必要があるのかどうか。それから、

株式会社の形態をとって、政治から相対的に自由になって、市場規律を前提に仕事をして

いくべきなのかどうなのか、こういうことをトータルに考えて決めていくべきだと。そう

いう前提に立ちますと、④の民間出資ありの特殊会社、株式会社というのは結果的には、

（エ）の株式会社の形態をとって、一定のガバナンスを確保するという点ではメリットが

あるのですが、課税対象となって、しかも財政融資資金は活用できず、公権力を行使でき

ないということで、メリットが限定的ではないか。こうなりますと、最終的には②、独法

の形態で公権力も行使して、非課税というこちらの形態でいくか、しかしやはり事業規律、

市場規律を重視して、全額出資ながら政府の株式会社にしていくか、この辺が選択の中心

になるのではないかと考えております。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

 予定の時間より１５分ぐらいオーバーしておりますけれども、これから、ただいま各委

員からご説明いただきました内容につきまして議論していきたいと思います。論点が幾つ

かに及びますし、何となく暗い気分にもなってきたのですけれども、どうぞご意見をご自

由にご発言いただきたいと思います。 

 どうぞ、○○委員。 
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【○○委員】  遅参しまして申しわけございません。それと、前回出られなくて、次回

も出られませんので、言いたいだけ申し上げておきたいと思います。ご発表も全部は聞い

ていなくて、かつ聞けなかった部分は文書で読ませていただいたという程度ですので、ど

こまで理解して申し上げられるかわかりませんが、幾つか出てきた論点の中で、３点ほど

私として若干、特に前の二者については認識が甘いのではないかというところで申し上げ

させていただきたいと思います。 

 まず、１点は、税制の優遇をどう活用するかということですが、基本的には税制の優遇

に甘えるようなことはすべきでない。税制の優遇を使って何かできるというようなことで、

今後のＵＲのあり方を考えるというのは不健全な考え方だと思います。私は、特殊会社化

というか、私のターミノロジーで言えば特殊会社というよりかは国有株式会社と言ったほ

うがいいのではないかと思うのですが、つまり特殊会社というのは特殊な株式会社の設置

法が別途あって、部分的に会社法を適用しなくてもいい。ないしはそれこそ税制の恩典が

あるとか、そういうようなことを念頭に置いたものを株式会社化というのでしょうけれど

も、１００％国が株式を保有するという点は重要なポイントだと思いますが、特殊な制度

にのっとって特定の設置法で根拠づけられるというやり方は、私はいろいろな意味で経営

の健全化を阻害することになるのではないかと懸念しています。 

 実際に、現に存在する特殊会社でどこかの空港のあれだとか、そういう意味では特殊会

社といえどもとても健全な経営をしているとは思えないようなところもあるということな

ので、むしろ会社法を基本的には適用し、かつ法人税も利益が出た場合は払うけれども、

実は実際そんなに簡単には利益は上げられないというところで、努力するという形に持ち

込むことこそが国民負担も増やさなくて済むし、経営の効率化も促せる。 

 つまり、普通の民間企業だと、利益を上げるために努力するということのインセンティ

ブが経営の効率化につながるわけですが、私は民間の株主は必要ないと思います。国が全

部出資して、かつ国の政策意図を持って、株主として国の政策意図を会社にさせるという

ことだけれども、容易には利益は上がらない。赤字続きでは困るわけですけれども、いか

に国のミッションを経営を効率化して、利益は出ないけれども収支ができるだけゼロに近

くなるところで努力していただくか。そうすれば、実際には利益が出ない限り法人税は払

わないわけですから、もちろん固定資産税の問題はまた別途措置しなければいけないです

けれども、少なくとも法人税に関しては利益が出ない限り払わないわけですから、法人税

に関しては税制の恩典は別に、そういう状況であれば要らない。 
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 つまり、法人税が課せられるとしても、利益が出るかどうかがものすごく、血のにじむ

ような努力をしても何とか赤字が減るというか、収支がゼロになるというぐらいの状況に

初期状態として置いて、そこからスタートしていただくほうがいいと思うので、そういう

意味では税制の恩典は別に強調する必要はないのではないかと思います。 

 それから、２点目は財政投融資ですけれども、これも前々回ですか私が申し上げたこと

ですけれども、非効率な経営をして、家賃もどしどし減免して、なかなか収益が上げられ

ないので何とか低金利でお貸しくださいというような形で財投資金を借りるというのはよ

ろしくない。むしろ社会的なメリットは多くあるけれども、再開発などをして外部経済は

その地域にはあるのだけれども、賃料とかそういうものでは回収し切れないがゆえに、民

間金融機関から借りる資金ではその効果のある事業ができない。だから外部性がある分だ

け収益が目減りしてしまっている。つまり、回収しようにもし切れない部分があるから低

利でということならば、私は財投資金を活用してよいと思います。そういうことはぜひ強

調していただきたいところだと思います。 

 最後の１点は、○○委員もおっしゃっていましたけれども、公権力の行使という問題は

どうしても勘案しなければならないことなので、そうすると、国有株式会社というか、特

殊会社というか、そこで公権力の行使は許されるのかというのは悩ましい問題だろうと思

います。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

 それでは、時間もあれですので、ご発言ください。 

 どうぞ。 

【○○委員】  いろいろなご意見を拝聴しまして非常に勉強になったのですが、まず最

初に簡単な質問を１つ○○委員にお伺いしたいのですが、この試算は非常に参考になった

のですが、途中で強制退去するケースを想定されていて、その場合の保証金とかというの

はどれぐらいのオーダーになるのかというのがちょっとよくわからなかったのですが、そ

れによってかなり影響を受けるものなのか、それともそれは全体の負債から見ればそれほ

ど大きくないのかという、そのあたりの感触みたいなものがよくわからなかったのですけ

れども、いかがですか。 

【○○委員】  感触は後者と思っていまして、建替えの場合の移転費用などの１戸当た

りの金額が出ていましたけれども、あと、それから強制退去の場合にどの程度保証するの
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か、１年分ぐらいですか。そんなことも考えた場合、１年よりもう少し小さくて済むのか

もしれませんけれども、強制退去させて、更地化して売ってしまったほうがよさそうだな

という、その程度の計算で、正確な計算とはほど遠いとお考えください。 

【○○委員】  わかりました。わかりました。要するに社会的合意がどういう感じで得

られるかということも、この先いろいろなメニューを考えると問題になってくるかなと思

ったので、そこが気になったということが一つと、あと、いろいろな先生方の意見に反対

ではなくて賛成の部分が多いのですけれども、私の意見がちょっと違うかもわからない部

分に関してのみ発言させていただこうかなと思います。まず、最初の○○委員のお話で、

ＵＲは自力だけではなどうにもならないというのは僕もそのとおりだと思います。 

 あと、部門２の都市部門で、５ページところ、コーディネーター機能、デザイナー機能、

地上げ屋機能、ファイナンス機能、いろいろまざっているということですが、私はおそら

くこれが、都市再生が都市再生として動いていく、いろいろなものがまざっていて、そこ

をカバーしながらやっていくような業務の性格が非常に強いのかなと思っています。そう

いう意味で、フォワードなのか、バックスなのか、時には入れかわりながらやるというこ

となのだろうと思います。ただ、最後にファイナンス機能と書かれている部分はキーパー

のような役割であって、キーパーがいなかったのではないかと思います。 

 それが内部で本来必要なのか、それから、○○委員が書かれているように、会議体のよ

うな形で、外部でそれをきちんとやるような仕組みがひょっとしたら必要かもわからなく

て、それは今回の参考資料２の中でガバナンスの方式を変えますと言われたのですが、評

価委員会というのが前の状況でも、後の状況でもあるのですけれども、おそらくこの評価

委員会というのはそういう役割は果たしてくれなくて、ただやったことに対していいとか、

悪いとかいうだけのことであって、本来的な意味でもう少し、戦略を一緒に考えるような

チームみたいなものがあったほうがいいのではないかというのが一つ、基本的にそういう

専門家が今まで足りなかったということなのだと思います。 

 あと、すみません、もう一つは、組織が巨大であるがゆえに硬直化していった部分、こ

れは○○委員のところに関連するかと思うのですが、小さいほうが見えやすくなるという

のは全く同感なのですけれども、例えば、僕はこれは専門でないのでよくわからないです

けれども、銀行とか、証券などが合併したり、巨大化することによって生き残ろうとして

いる側面もありますね。あと、○○委員もちょっとご指摘されていましたが、例えば団地

ごとに分けていくようなことをやった場合に、明らかに管理コストのほうがでかくなる。
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もしくは管理職の数が増え過ぎてしまうということがあって、むしろ非効率が発生してし

まう側面がかなりあるのではないかと感じています。１人が４つか５つの団地をしっかり

カバーするというか、１人で３人分働くことが必要になる部分もあるのかなと思いました。 

 あと細々あるのですけれども、時間もあれなので、とりあえずこれだけで。 

【○○委員】  ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 ○○委員、どうぞ。 

【○○委員】  管理部門の話に関しては、管理部門のみ統合会社をつくるという考えも

ありかと思っておりますので、一応それも書いてあるところです。 

【○○委員】  わかりました。 

【○○委員】  整理という部分で、結構大きい方向性として、特に３０年代のものにつ

いてだと思いますけれども、要は更地にして手離れしましょうなのか、それとも団地再生

をしましょうなのかというところで大分方向性が違うかなと思っていて、団地再生しまし

ょうということになると、そこに関しては○○委員がおっしゃっていたような都市再生部

門とのノウハウの一致みたいな部分はあり得て、組織をつくっていくときにそこに組み込

むみたいなことも考え方としてあり得るかもしれませんけれども、○○委員のお話は非常

におもしろいなと思っていて、３０年代ものを処分するとかなりキャッシュフローがよく

なる可能性がある。通常の立ち退きの現状を考えても、物件を持っている人をどかすわけ

ではなくて、住んでいる賃貸借の人をどかすという意味においては、その後の資産の価値

を考えると、そこまで大きな負担になるようなコストになるのかというところに関しては、

私は十分検討に値するのではないかと。手間暇はかかるとは思うのですけれども、コスト

的にそこまでかかるのかという部分では非常に興味深いなと。 

 そういう意味もあって、僕も、資産としてどんどん処分していくという形に組み込んで、

債務返済に役立てるみたいな話をしたと思うのですけれども、そういう意味では同じ方向

性かなと思うのですけれども、団地再生をしていくことになると、今ある団地をとにかく

全部やめますというところがないという方向で○○委員の意見というのはつくられている

のか。要するに住居は残るけれども、一部を手離れしていくという方向性なのか、それと

も全部を更地にしてしまうのかによって、大分違うなと思っているので、その辺の。 

【○○委員】  最終的にそれは１－１で言った事業範囲の縮小で、まず何万戸縮小する

かによるわけです。ＵＲの団地も大きい敷地のところに、浜見平みたいにでかいものもあ

るわけですが、小さい団地もあるわけです。そういうものについては全部、売却すること
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は十分あり得ると思います。今のこの団地再生も、団地再生した売却益の中で基本的に事

業収益を出して回していくという構図になっていますので、この大きな団地を全部縮小す

るのではなくて、民間売却部分も含めて新しい上物を基本的に民間に建てさせるという都

市再生もありますので、今でもなっています。だから、それを全体として各地区の中で住

民合意形成を図りながら、どの地区は売却して、どの地区はＵＲとして建替えて、ないし

は民間に売るかということを事業ベースで詰めていかなければならないということだと思

います。 

 そういう意味では、最終的には事業の範囲をどこまでにするか。これをマクロでどのぐ

らい数字を出せて、あとはミクロのまちづくりの中でどれだけ目標値を詰めていくか。そ

このところをしっかり議論しなければならないという点では多分、ここは一緒ではないか

なと思います。 

【○○委員】  なるほど。 

【○○委員】  よろしいですか。 

【○○委員】  はい。 

【○○委員】  では、○○委員、どうぞ。 

【○○委員】  ２つ申し上げたいのですけれども、風邪を引いていて、お聞き苦しくて

すみません。１つ目ですけれども、皆さんの発表を聞かせていただいて大変勉強になり、

論理的、心情的には○○委員の案に非常に同感するところがあります。ただ、過去１０年

ぐらいこういう改革に携わらせていただいて、こういう案を出し続け、挫折し続けたとい

う経験から申し上げると、やはり非常にリアリスティックになるべきであると。それはど

ういう意味かというと、一般会計で損を処理するというのは排除せざるを得ないのではな

いかと思います。もちろん税制促進のようなものがあるべきではないし、非課税といった

途端に、これは国民負担なわけですよね、非課税にしているという。そういうことも認識

すべきだと思いますし、できれば財投も使うべきではないと思いますけれども、債務の問

題というのはやはりリアリスティックに考えたほうがいいのではないかと思います。 

 そういうふうに考えると、今の形態でどれだけ債務を減らしていって、一つの会社の中

で処理していくのかということなのではないか。もちろんそのときに事業ごと、団地ごと、

団地ごとだと小さ過ぎるのかもしれませんけれども、Ｐ／Ｌをつくって区分経理をすると

いうことだと思います。区分経理はとにかく責任体制がはっきりすると思うので、それを

やる。そのときに持ち株会社にすると開示しにくくなって、かえって見にくくなるという
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経験はあるので、それはお伝えしておきたいと思います。 

 そうすると、ガバナンスを働かせる組織にしていくことが至上命題になっていくわけで

すけれども、ガバナンスは何のために働かせるかというと、政策目的をしっかりと効率的

に行うためだと思います。その時点で政策目的がはっきりしていない、ここが非常に問題

だと思います。○○委員が都市のところで書いていらっしゃった、９ページですけれども、

都市のところでも民間で実施困難である事業領域をほんとうにＵＲが担うことが効率的な

のかということは、この委員会では少なくとも証明されていないと思います。それから、

賃貸のほうも、はやりなのですけれども、高齢者というところにとらわれ過ぎているので

はないかと思います。政策目的であれば低所得者ですよね。老いも若きも。もう既に６０

歳以上の人口が２０％なわけですから、そういう意味では、そういう日本の状況を考える

ときに高齢者だけを意識すべきではない。逆に言うと、高齢者だけを優遇すべきではない

と思います。 

 ガバナンスをどうやっていくかというときに、会社法の適用と○○委員がおっしゃいま

したけれども、会社法を適用できるような組織への変革を着々とやっていくような形にす

ればいいのではないかなと思います。ただ、すぐにそこに行けるかというとなかなか難し

いので、先ほどの高度専門センターをさらに進めたような形に最初なっていくのだと思い

ます。そのときにちょっと思いましたのは、委員会方式というのは非常に難しい。だれか

が必ず社外理事のような形で１カ月に１回でも、２回でも見てその理事会で決定に加わら

ない限り、なかなかガバナンスは働かない。 

 それから、もう一つは、こういう形になると、今、内閣府が出ていますけれども、監督

権と株主権をどういう形で持つのかということになってくると思います。銀行の国有化の

ときにはすぐに問題になるのですけれども、やはり株主権、利益は上げないけれども公金

を入れるという形で内閣府が株主権として監督をしても、政策の執行機関としての監督権

は国土交通省とダブルで見るということがあると思います。 

 最後に、漸進主義、ちょっとずつやっていくのはとにかくだめで、一気にやらないと、

そのときの政争の具になるというのは最近の経験でも明らかなことだと思います。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

 ほかに。では、どうぞ。 

【○○委員】  意見としては、○○委員に非常に考え方が近いのですが、低所得者、高
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齢者をどこが、先ほど強制退去という話が○○委員から出ましたけれども、それはどこが

持っていくかということは非常に重要なのかなと思います。ただ、低所得者、高齢者は今

も、今までも地方自治体で受け入れてきていた部分は必ずあります。特養だとか、民間の

安いアパートに住んでいろいろな福祉の助成を受けるとか、いろいろな意味で受けてきて

いるわけです。これを一遍に退去させる、強制退去ということになると、地方自治体も受

け切れない部分があるのではないか。強制退去という言葉を多分、○○委員は結構ドラス

ティックに扱われて言われているのかもしれませんけれども、そこはどうやって対応して

いくのかというのは非常に重要な部分かなと思います。 

 一例を挙げますと、私ども藤沢市に藤沢団地というのがあるのですが、８棟１０７戸分

を借り上げ住宅にしまして、これを２０年保証で貸すということもやらせていただいてき

たわけですけれども、例えばそういうやり方もあるのかなと思います。例えば１棟だけに

低所得者を集中させて、それで地方自治体でいろいろな、国とも相談しながらやらせてい

ただく。当然、福祉政策には国のいろいろな助成、支援が入ってやらせていただいていま

すから、そこら辺は非常に難しい部分ですけれども。それと、借り上げ人がたくさんいら

っしゃるということですので、どうやって地方自治体で受けていくのかなという部分も大

変気になるところでもあります。 

 それと、もう一つですけれども、都市再生は私ども非常に、先ほどの○○委員の話です

とマイナス９００億円ということですので、大変だなと。これはほんとうに勉強になりま

す。初めて聞かせていただきました。私ども実はいい部分ばかり見てきました。というの

は、辻堂駅の北側などでやらせていただいて、かなり夢ばかり見ていますから、いいとこ

ろばかり見ていますし、あまりマイナスの部分を見てきませんでした。今もそうです。そ

れはある意味で、数字で出てきていない部分を地方自治体も期待しているというか、夢を

見ている部分が当然ありまして、まちづくりというのはプラス思考的に考えていかざるを

得ない部分が当然あります。そこら辺は違った数字で出てこない、トータルのみなのかな

と思っていますし、そこら辺は失ってはならない部分かなと、これからの日本の再生だと

か、都市開発については必要なのかなと思っています。 

 すみません。ありがとうございました。 

【○○委員】  ありがとございました。 

 それでは、○○委員、どうぞ。 

【○○委員】  いろいろありがとうございました。私は基本的には○○委員のメモが非
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常に近いところで、ずっと住宅部門で一緒に議論させていただいてきましたし、この検討

会の結論といいますか、アウトプットもシャープであるべきだと思いまして、基本的には

○○委員の案に賛成しております。 

 それで、少しつけ加えさせていただきますと、都市再生部門についてはもう少し強く、

単に個別プロジェクトで採算をとるというのではなくて、やはり○○委員の中でも外部経

済の多寡であってと書いてありますし、外部経済というよりも、このまま放置すれば都市

全体ががたがたになってきて、外部不経済の固まりみたいになっていく。それをいかに食

いとめるかという。民間の健全なる投資を誘導するかということは重要ですねということ

を政策としてより強く打ち出していただいて、基本的には団地とは違う考え方でやってい

ってほしいなと。 

 そういう意味で、最初にご説明された○○委員のメモの最後から２ページ目に書いてあ

りますが、前回も私こだわって発言させていだたいているのですが、ガバナンスの形態で

いくとどうしても独法のままだと。公権力の行使になってしまいがちなのですか、できれ

ばそのところも法律を整備するなどしてクリアして、例えば最後のページのような形で一

体的に運営しつつ、例えば団地再生なども、団地を再生するだけではなくて、地域再生の

一つの拠点のような格好で見ることによって、全体として今後、人口減少社会でがたがた

になっていく中で、都市機構のようなところが一定の役割を果たすようになってほしいな

と思っております。 

 以上です。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

 はい、どうぞ、○○委員。 

【○○委員】  すみません。先ほど○○委員からお話がありましたけれども、補足して

おきたいと思います。私は、決して強制退去というような施策をリコメンドしておるわけ

ではなくて、数値目標に近づけるというアプローチである場合には、そういうふうなこと

も当然辞さずに考える必要が出てくると。ですから、施策と効果との比較考量の中でいろ

いろ考えていかざるを得ない。理念的に考えることで、経理の姿は出てきますけれども、

現実問題はそんなことでは到底済まないということを申し上げたくて、あえて強制退去と

いうことを申し上げているわけです。 

 それから、○○委員のところで個別団地ごとというお話があったのですけれども、今現

在ＵＲで個別団地ごとに損益計算ができる体制が整っていないのではないかと私は推測し
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ていまして、明確にＵＲの方はおっしゃっていないのですけれども、たしか来年、機関シ

ステムが完成して、それ以降、個別団地ごとの採算が測定できるようになる状況だという

ふうに私は理解していることをお伝えしておきたいと思います。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

 では、○○委員。 

【○○委員】  すみません。次回は出られないので、申しわけないのですけれども２回

目の発言をお許しください。今のご議論を伺わせていただいて、少し私が会社法云々とい

うことを申し上げたところで、ひょっとすると世の中にそういう誤解があるのかもしれま

せんので少し申し上げておくと、全額政府出資の株式会社をつくることになると、世の中

で俗に言う民営化と言われるのですが、それは市場規律にさらすものではない。つまり、

全額を政府が出資しているわけですから、しかもそれは上場する予定もないということで

あれば、別に株式市場から規律づけられているわけではないですから、民営化という言葉

に当たらないのではないかと思っているのですけれども、俗に民営化と言われるので、ま

あ、そうなのですが。そうすると、強制退去させるほど苛烈に効率化をせよというのか、

そうでなくてそうしなくてもいいようなところで政策目的を達成せよというのかは、株主

たる国の意図で実行できるということですから、郵政民営化みたいに民営化したら過疎部

でどうのこうのとか、そういう話とはわけが違うという意味で、私はここで全額政府出資

の株式会社ということを申し上げた。 

 ただし、もちろんそれは○○委員がおっしゃったように、要は政府の政策意図が明確で

ないと、株式会社も迷走することになりますから、そこは明確にする必要がある。立ち退

きまでやるほどに規模縮小せよというのか、そうではない範囲で別途きちんと効率化を要

求する形である政策目標を実行せよというのか、これは株主たる国の責任として政策意図

を伝えるという話になるというところは強調したいと思います。独法と何が違うのかとい

うと、会社法の枠組みの中で、株式会社として株主がガバナンスを働かせるという点にお

いては、今の独法制度より明らかにすぐれていると私は思っています。 

 それから、最後にもう一つ申し上げたいのは、高齢者云々という話がありますけれども、

確かに○○委員がおっしゃったように、高齢者ばかりにという話ではあると私も思ってい

ますが、株式会社化したから高齢者は面倒を見ないとか、低所得者は面倒見ないという話

には直ちにはならないということは強調しておくべきで、民営化イコール弱者切り捨てみ

たいな話では全然ないというところは強く打ち出すときにも、つまり一つのオプションで
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もあれ、株式会社化する意味を世の中に訴えるときには、その点はケアフルにぜひ出して

いただきたいと思います。 

【○○委員】  ありがとうございました。 

 ○○委員、差し支えなければ今のあれをペーパーで簡単に出していただけますか。場合

によりましては、ヒアリングでも結構ですけれども。 

【○○委員】  すみません。 

【○○委員】  では、ほかにいかがでしょうか。○○委員、いかがですか。よろしいで

すか。 

【○○委員】  １つだけ補わせていただきますと、民間の目から見た場合に、不動産事

業を債務、借り入れだけで行うこと自体に対する違和感はどうしてもぬぐえないところが

ございます。リスク管理という意味合いで、日本では不動産会社さんは３割ぐらいの出資

でやっていらっしゃることすら異常だと思っていて、世界的には普通５割は出資を伴うも

のだと。不動産変動リスクに対しては。仮に都市再生機能のほうも、これはバランスシー

トを使われるということを想定されているようですが、例えば公的な地公体さんの債務を

一部割賦みたいな形で補われるというイメージもあるかと思うのですけれども、これは金

融機能だと思いますので、出資なしに金融をやるというのは違和感があります。民間的に

は。 

 という思いがある中で申し上げると、株式会社形態でと申し上げた意味合いは、透明性

を高めるという意味でもそうですが、やはり株式会社のルールの中でやっている以上、債

務と出資の割合が必然的に事業の内容には一定の足かせをはめる部分もありますので、開

示そのものをするかどうかという議論とは別に、そういう形が望ましいのではないかなと

思っているということだと思います。リスク管理とか、内部統制とか、そういう話だと思

います。 

 失礼しました。 

【○○委員】  ありがとうございます。ほかによろしいですか。大体予定された時間が

まいりましたけれども。 

 今日は大変貴重なご意見をいただいたと思います。次回までに少し今日ご議論いただい

たところを含めまして事務局に整理していただいて、論点をもう少し絞り込んでいきたい

と思いますけれども、私自身の感想といいますか、印象を申し上げますと、基本的にいわ

ゆる政治的な要素とか、公的な部門であるがゆえに入っている要素というものをなるべく
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切り離して、法人なら法人としての組織体として完結するような形での経営ができるよう

にするという点では共通していたところかなと思っております。 

 具体的にどういう法人を、都市再生と住宅を分割するかとか、それについては幾つかの

ご意見もございましたし、株式会社の形態にしてもまだいろいろあるかなと思っておりま

すけれども、いずれにいたしましても政策目的、政策目的というのも取りようによっては

いろいろあるわけですけれども、少なくとも組織のミッションを明確化するということで、

そこから法人として完結した経営ができる方向に収れんさせていくところは共通かなと思

っております。ただし、負債の問題にしましてもそうですし、住んでいらっしゃる方の問

題もそうですけれども、さらに言いますと法人がつくられたときの過去の経緯もそうです

けれども、いわゆるレガシーの問題をどう処理していくかということがあるかと思います

ので、それをどう処理できるかというのは現実的にどういう形態に移行できるかというこ

とにもなってくるかなと思います。いずれにしましても小手先の改革ではなくて、大胆に

リアリスティックにやっていくというところも共通項ではなかったかなと思っております。 

 以前から申し上げておりますけれども、これは、出口がなかなかない問題でして、資産

を返していけるだけの収益が上がって、住んでいる人たちには極めてハッピーな形で、国

民にも負担をかけないという解決はまずないと思いますので、その意味で言いますと、幾

つかの選択肢もあり得るのかなと思っております。ただ、それぞれの選択肢が完結した形

で絵がかけていませんと、最後のしりぬぐいを税金に、一般会計に押しつけるというので

は答えにならないと思っておりますし、先ほどから聞いておりましてちょっと気になりま

したのは、資産を売却するという話がありましたけれども、そんなに期待する価格で売却

できるかどうかということについても検証してみなければ、その可能性そのものが封じら

れることになるかと思います。 

【森田座長】  ほぼいろいろご意見が出ましたので、本日の議事はこの辺で終わらせて

いただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、検討会の今後の日程について少々お諮りしたいと思います。

現時点では、来週２４日までの日程が入っております。次回、２４日につきましては、以

前、委員からご指摘のありました関係法人の今後の扱いについて、事務局から説明をして

いただいた上で議論を行いたいと思っております。また、今日までの議論で各委員からさ

まざまなご意見をいただいておりますが、それを、先ほど申し上げましたけれども事務局

で少し整理していただいて、今日も事務局から論点整理が出ておりますけれども、重なる
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部分と、少し修正を要する部分があろうかと思いますので、その整理をしていただくとと

もに、ＵＲからもこれについてご意見を伺うことにしてはどうかと考えております。 

 先ほどもＵＲのほうでそういうデータがあるかどうかについてわからないというご発言

もございましたし、ＵＲに聞いてみるということも考えております。そういたしますと、

最終的な論点整理を行うためには、当然２４日だけでは無理でございますので、もう１回

か２回追加で検討会を開催したほうがよろしいというか、そうせざるを得ないのではない

かと思っておりますので、この点につきまして委員の皆様にお諮りしたいところでござい

ます。 

 結論的にといいますか、私としましてはもう１回か２回きっちりと議論させていただき

たいということですけれども、いかがでございましょうか。 

【○○委員】  結構だと思います。 

【森田座長】  よろしいでしょうか。○○委員もまた出席する機会ができるということ

です。 

 それでは、座長以下、各委員の意向といたしまして、その方向で進められるように事務

局に調整をお願いしたいと思いますし、またこれはこちらだけの話ではなしに、報告する

相手もございますので、そちらのほうにも調整をお願いしたいと思います。 

 それでは、そのことを確認させていただきまして、あとは事務局から連絡事項があるよ

うですので、事務局のほうに進行をお返しいたします。 

 よろしくお願いします。 

【瀬口民間事業支援調整室長】  ありがとうございました。 

 それでは、次回の親検討会につきましては６月２４日木曜日の午前１０時から開催いた

しますので、委員の皆様のご出席をお願いいたします。 

 また、今、座長からもお話をいただきましたが、２４日の会議に加えてもう一、二回と

いうことで承りましたので、これから各委員の皆様に日程を改めてお伺いさせていただき

たいと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の資料につきましてはそのままテーブルに置いていただければ、郵送さ

せていただきます。 

 本日は、長時間にわたりまして活発なご議論を賜りまして、まことにありがとうござい

ました。 

 -41-



 -42-

 以上をもちまして本日の検討会を終了いたします。 

【森田座長】  どうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


